
 

第１回  伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に係る 

優先交渉事業者選定委員会  次第 

 

 

            日時 令和５年６月１日（木） 

                    午後２時～午後３時３０分 

                場所 京都市役所本庁舎１階 第２会議室 

 

 

１ 開会 

（１） 挨拶 

（２） 委員紹介 

 

 

 

２ 議事 

（１） 委員長の選任 

（２） 募集要項（案）について 

（３） 審査項目及び審査基準（案）について 

 

 

 

３ 閉会 
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伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に係る 

優先交渉事業者選定委員会  委員名簿 

 

 

 

 

 令和５年６月１日現在（五十音順・敬称略） 

氏   名 職  名  等 

一原 雅子 市民公募委員 

伊庭 千恵美 京都大学大学院工学研究科准教授 

小杉 隆信 立命館大学政策科学部教授 

佐藤 陽子 公認会計士 

白須 正 
龍谷大学研究フェロー 

伏見稲荷周辺の住みよいまちづくり推進協議会顧問 

渡邊 天 砂川学区市政協力委員連絡協議会会長 
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伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に係る 
優先交渉事業者選定委員会設置要綱 

 
（設置） 
第１条 京都市公有財産及び物品条例（以下「条例」という。）第１３条に規定する

委員会として、伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に係る優

先交渉事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（目的） 
第２条 伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地を活用する優先交渉事

業者の募集に当たり、専門的な見地から、応募者の提案内容等の審査を行い、当

該敷地の活用に係る優先交渉事業者（以下「優先交渉事業者」という。）を選定す

る。 

（審議事項） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 
 （１）募集要項に関する事項 
 （２）優先交渉事業者の選定に係る事項 
 （３）その他市長が必要と認める事項 

（委員） 

第４条 委員会は、委員６人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委 

嘱する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から１年間とする。ただし、本市が選定した優先

交渉事業者と土地の売買契約を締結したときは、満了前に任期終了とする。 

２ 委員と応募者の間に利害関係があると認めたときは、当該委員を解嘱する。 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代

理する。 

（招集及び議事） 

第７条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が

在任しないときは、市長が招集する。 

２ 委員長は会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

５ 優先交渉事業者は募集要項で定める「審査項目及び審査基準」による評価を踏

まえ、委員会の合議を経て決定する。 

６ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、

説明その他の必要な協力を求めることができる。 

（会議の公開） 

第８条 会議は、原則公開とする。ただし、京都市情報公開条例第７条に規定する

非公開情報が公になるときは、会議の全部又は一部を非公開とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、環境政策局地球温暖化対策室において行う。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が

定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１０日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、本市が選定された優先交渉事業者と土地の売買契約を締結したと

きに、その効力を失う。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この改正は、令和５年５月２５日から施行する。 
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伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に係る 

優先交渉事業者選定のための募集要項 

 
１ 趣旨 

本市は、京都議定書誕生の地、IPCC 京都ガイドライン採択の地としての誇りと使命感の下、

全国に先駆けて 2050 年までに CO2 排出量の正味ゼロを目指すことを表明し、市民・事業者の皆

様とともに、オール京都で脱炭素社会の実現に挑戦しています。 

この度、「京都の文化・暮らしの脱炭素化で地域力を向上させるゼロカーボン古都モデル」と

して、国が進める「脱炭素先行地域」への選定を受け、その取組の一環として、住まいの脱炭

素転換を進めるに当たり、伏見工業高等学校跡地（令和 6年 3 月閉校予定）及び隣接する元南

部配水管理課用地（以下「本市有地」という。）を活用し、民間活力により、脱炭素仕様の住宅

街区の創出を予定しています。 

本住宅街区については、脱炭素の取組に加えて、安心・安全、地域コミュニティの活性化

等、暮らしの質の向上を図るとともに、若者子育て世代のニーズに合った住宅供給による定住

促進や、人が集える場として近隣住民がともに利用できる公園・商業施設・コミュニティスペ

ースを整備し、賑わいを生み出すことを目指しています。 

そこで、本市有地を活用し、脱炭素先行地域計画に基づき、脱炭素仕様の住宅街区の創出を

行う優先交渉事業者を公募型プロポーザル方式（総合評価）により選定します。 

なお、複数の事業者が共同して申し込むことも可能ですが、全ての事業者が法人格を取得し

ていることを条件とします。 

 
 
 
 
 
 
 
２ 本市有地の概要 

（１）土地・建物の表示 
  ・ 住所：伏見区深草六反田町５番１ほか 
  ・ 面積：４０,３７９.０９㎡（登記簿） 

４０,３８０.３６㎡（地積測量図） 
  ・ 登記建物延床面積：１８,８５３.９２㎡ 

（伏見工業高等学校跡地：校舎等 １６,９５３.１５㎡） 

（元南部配水管理課用地：事務所等 １,９００.７７㎡） 

・ 土地・建物の表示等については別紙１参照  

＜公募型プロポーザル方式（総合評価）のあらまし＞ 
  活用計画に関する企画提案を事業者から求め、学識経験者等で構成する「伏見工業高等学 

校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に係る優先交渉事業者選定委員会」（以下「選定委員

会」という。）において売却価格及び土地活用案の内容を総合的に審査し、最も優れた事業 
者を優先交渉事業者として決定します。 
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（２）位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・京阪本線「伏見稲荷」駅から北西へ約４００ｍ 
      ・ＪＲ奈良線「稲荷」駅から北西へ約７００ｍ 
   ・地下鉄烏丸線「十条」駅から南東へ約８５０ｍ 
 
   （京都奏和高等学校グラウンド整備予定地） 
    京都市伏見区深草鈴塚町１３番４（７７０．３１㎡） 

    京都市伏見区深草六反田町５番９（５７５．３５㎡） 

（３）公法上の規制等 
・ 用途地域  第一種住居地域（建ぺい率６０％、容積率２００％） 
・ 高度地区  ２０ｍ第２種高度地区 
・ その他   準防火地域、町並み型建造物修景地区、居住誘導地域、 

屋外広告物第５種地域 

（４）埋蔵文化財の有無 
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない。 

（５）その他 
・ 本市有地は、定着する構造物等の一切のものを含み、所有権移転時の現状有姿で売却し

ます。既存構造物の撤去に要する費用は、本市有地の引渡しを受ける事業者において負担

するものとし、本市は負担しません（不動産鑑定評価に基づき、予定価格（最低売却価

格）の算定において、既存構造物の撤去費用等を考慮しています）。 
ただし、建築物と一体となっているものを除き、家具等の什器類については、売買契約

締結時までに本市において撤去します。 
・ 本市有地のうち伏見工業高等学校跡地の一部は土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届

出区域に指定されています。活用計画に応じて必要となる土壌汚染対策は、本市有地の引

渡しを受ける事業者の負担により、法に基づき適切に実施してください。（不動産鑑定評価
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に基づき、予定価格（最低売却価格）の算定において、土壌汚染対策費用を考慮していま

す。） 
  なお、元南部配水管理課用地については、上下水道局が行った地歴調査結果（自己調

査）を踏まえ土壌汚染調査を実施していません。 
・ 本市有地の既存構造物の一部が、隣接する京都奏和高等学校グラウンド整備予定地に越

境していることから、本グラウンド整備予定地の既存構造物の撤去及びこれに伴う土壌汚

染対策について、本市有地の活用計画の実施と併せて本市有地の引渡しを受ける事業者が

実施して下さい。この撤去等に要した費用については、合理的な範囲内で本市が負担しま

す。 
  また、本グラウンド整備予定地は、伏見工業高等学校跡地の北東部のテニスコートの代

替地となるため、本グラウンド整備予定地の既存構造物の撤去等の時期については、教育

活動への支障が生じないよう可能な限り配慮してください。 
・ 現況施設におけるアスベストに関する調査は実施しておりませんが、当初設計図等の基

礎資料の一部において「石綿」の記載があるため、現況施設にアスベストが存在する可能

性があります。 
・ 地下埋設物に関する調査は実施しておりません。なお、昭和 41 年の資料から、伏見工

業高校跡地北東部分のテニスコート辺りに建物（約 17 ㎡）が建っていたと考えられます

が、建物除却に関する資料はなく詳細は不明です。 
・ アスベスト及び地下埋設物が発見された場合については、本市有地の引渡しを受ける事

業者の負担により、各法令等に基づき、適切に対応してください。 
・ 地盤に関する調査は実施しておりません。 
・ 地歴の調査に利用した資料、土壌汚染調査資料、既存施設の設計図等の基礎資料につい

ては貸出を行います。 
・ 本市有地の引渡しを受ける事業者は、売買契約の締結後、引き渡された土地及び構造物

に、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（本市が知りながら当該事

業者に告げなかった事実によるものを除きます。）があるときにおいても、履行の追完の

請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。 
 

３ 申込資格 

申込みの資格を有する者は、脱炭素先行地域計画に基づき、脱炭素仕様の住宅街区を創出す

る意思があり、次のいずれの要件にも該当しない法人に限ります。 
なお、複数の法人が共同して申し込むことも可能ですが、この場合は、すべての法人につい

て、当該要件に該当しないことが必要となります。 
 ※ 共同提案の申込みを行う場合は、あらかじめ１法人を代表者として定め、その代表者が申

込み及び事業に必要な諸手続きを行ってください。 
※ １法人は、重複して２件以上の共同提案の申込みを行うことはできません。 
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※ 特定目的会社（SPC）等の手法を活用し、新たな法人設置を予定している場合は、事前に本

市との協議を行ってください。 
（１）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定により一般競争入札に参加する資格を有しない者 

（２）京都市暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団、同条第 4号に規定する暴力団員等

又は同条第 5 号に規定する暴力団密接関係者に該当する者 

※ 申込資格の確認のため、京都府警察本部に照会する場合があります。 

（３）本市有地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2 号に規定する暴力

団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められる

ものの用に供しようとする者並びにこれらの者の依頼を受けて本市有地の売買契約をしよう

とする者 

（４）次に掲げる税等を滞納している者 

ア 法人税 

イ 消費税 

ウ 本市の市税 

エ 本市の水道料金及び下水道使用料 

（５）会社更生法及び民事再生法に基づく更生・再生手続き中の者 

（６）代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があった

として逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しな

い者 

（７）法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８ 

条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過し

ない者 

（８）その他本市が契約の相手方として不適当と判断する者 

    
４ 売却条件 

（１）活用計画 
本要項の「１ 趣旨」を踏まえ、次に掲げる事項をいずれも満たす活用計画を提案してくだ

さい（詳細別紙２）。 
ア 脱炭素仕様の住宅街区を創出すること 
イ 脱炭素はもとより、安心・安全、地域コミュニティの活性化など、住民の暮らしの質を向

上させる街区を形成すること 
ウ 若者・子育て世代のニーズに合う住宅供給及び街区内でのサービスにより定住促進に寄与

すること 
エ 人が集える場として、近隣住民がともに利用できる公園・商業施設・コミュニティスペー

スを整備し、賑わいを創出すること 
オ 京都市脱炭素先行地域計画の達成年度である２０３０年度を越える、長期的な維持管理や
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運営体制の構築に関する手法を検討すること 
カ 市民の豊かさにつながる都市の成長へ貢献すること 

（２）予定価格（最低売却価格） 
￥１，８１０，０００，０００― 

※ 予定価格（最低売却価格）は、本市有地内の構造物の除去費用及び土壌汚染対策費用を考

慮した価格です。 
（３）活用計画の履行 
   所有権の移転後は、速やかに活用計画を実施すること。 

 脱炭素はもとより、暮らしの質の向上や若者・子育て世代のニーズに合った住宅供給をは

じめ、より高い事業効果を得られる活用計画となるよう、脱炭素仕様に関する設備導入等に

ついては、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金）を活用し、本市で創設する京都市脱炭素先行地域づくり事業補助金（仮）の対象とす

る予定です。ただし、原則、同補助金の事業終期は令和９年度末であるため、同補助金の交

付を受けるためには、事業終期までに対象設備の導入を完了させる必要があります。 
（参考）活用を想定している国の交付金については、以下に掲載されている「京都市脱炭素先行

地域計画提案書」を参照。 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#selection-2 

（４）用途の制限等 
次に掲げる用途に供してはいけません。 

  ア 第１種住居地域として制限される施設 
  イ 騒音、振動、臭気その他周辺環境に支障を及ぼすおそれのある施設 
（５）留意事項 

・ 提案内容に本市の許認可、指定等が必要となる場合、売買契約の締結等により、これら

の本市許認可、指定等が予定されるものではありません。 
・ なお、本市有地の開発許可申請において、適用される公共空地の確保に関する主な基準

（抜粋）は以下のとおりです。あくまで例示であり、網羅したものではありませんので、

詳細は、「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」等を確認いただくとともに、開発許

可申請を行う際には、事前に、公共施設の管理者との協議を行ってください。 

道路の幅員 ・ 開発区域内（住宅地）における主要な道路は９ｍ以上、敷地が接する道

路は６ｍ以上（住宅以外の敷地（０．１ｈａ以上）は９ｍ以上） 
公園の規模 
及び形状 

・ 次に掲げる面積のうち、いずれか大きい面積以上の面積を有する公園等

を設けなければならない。 
（１） 開発区域の面積の３％に相当する面積 
（２） 計画人口１人につき１ｍ２を乗じて得た面積 
・ 設置する公園等は、１箇所で必要な面積以上の面積を有すること 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#selection-2
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・ おおむね正方形又は短辺が長辺の１／２以上の長方形の形状とすること 
雨水流出 
抑制施設 

・ 貯留施設については、「災害からの安全な京都づくり条例」（京都府）に

基づき、開発面積が１ｈａ以上の場合は原則として京都府の基準（当条

例）が適用されることとなることから、京都府との協議が必要 
・ 開発に伴い周辺の道路交通環境等に影響が生じることから、南側道路における歩行空間

の確保などの道路交通事情に関するこれまでの経過や現況を踏まえ、歩行者の安全確保や

渋滞緩和等について十分に配慮した計画としてください。 
・ その他、周辺の住環境との調和に十分配慮するとともに、地域全体の魅力向上につなが

る計画としてください。 
・ 本市の補助金を受けることができる施設整備及び事業を実施する場合であっても、売買

契約の締結等により、本市補助金の交付が予定されるものではありません。 
・ 本市の承諾を受けずに土地の所有権の移転等を行った場合は、違約金を請求することが

あります。また、売買契約時１０年間の買戻特約を設定し、同特約の登記を行います。詳

細については、売買契約書（案）（別紙６及び別紙７）を参照してください。 
・ なお、分譲による所有権移転を予定する戸建住宅及び集合住宅については、原則、竣工

後に当該地に係る買戻し特約を抹消します。 
 
５ 審査項目及び審査基準 

  別紙３のとおり 
 
６ 申込手続 

（１）申込方法 
 ア 提出書類（詳細別紙４） 

    申込者の概要、財務状況等、活用計画、買受希望価格の書類 
  イ 提出期間 
    令和５年８月２１日（月）～令和５年８月３１日（木）（土日祝日を除く。） 
    受付期間は午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 
  ウ 提出方法 
    持参に限ります。 
   ※ 提出書類の確認等を行う必要がありますので、提出に来られる際は、事前に連絡をお 

願いします。 
  エ 提出場所 
   〒６０４－８１６１ 

京都市中京区烏丸通三条下る饅頭屋町５９５－３ 大同生命京都ビル７階 

   京都市教育委員会事務局教育環境整備室（担当：岡本、菅野） 

電話：０７５－２２２－３７９６ 
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（２）提出書類の取扱い 
  ア 無償使用 
    本市は、本市有地の売却において公表等が必要な場合には、提出書類を許可なく無償で

使用できるものとします。 
    なお、提出書類は、理由のいかんにかかわらず返却しないものとします。 
  イ 提出書類の変更等の禁止 
    提出書類については、本市が特に必要と認めた場合以外は、提出期間内であっても、変

更、差替え及び再提出を認めないこととします。 
（３）費用の負担 
   申込みに関する費用は、全て申込者の負担とします。 
（４）質疑及び回答 
  ア 質疑者の資格 
    本要項中「３ 申込資格」を満たす者とします。 
  イ 質疑の方法 
    質疑の要旨を簡潔にまとめ、電子メールで送信してください。また、当該メールを関係

所属に対してもＣＣ送付ください。 
    送信先：京都市教育委員会事務局教育環境整備室（担当：岡本、菅野）

kyouikukankyo@edu.city.kyoto.jp 

関係所属（ＣＣ送付先）：京都市環境政策局地球温暖化対策室 ge@city.kyoto.lg.jp 

 京都市上下水道局経営戦略室 suido.zaisan@suido.city.kyoto.lg.jp 

   ウ 質疑の受付期間 
    １回目 令和５年６月１９日（月）～令和５年６月２３日（金） 

２回目 令和５年７月１０日（月）～令和５年７月１４日（金） 
  エ 回答 
    回答は、次に掲げる日までにホームページに掲載します。ただし、やむを得ない事情に

より回答が遅れる場合は、その旨をホームページに掲載します。質疑回答書は、本要項の

一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとします。 
    １回目に対する回答 令和５年６月３０日（金） 
    ２回目に対する回答 令和５年７月２１日（金） 
    ≪ホームページＵＲＬ≫ 
    https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000312449.html 

（５）現地見学会の開催 
  ア 実施日時 
    第１回 令和５年６月２０日（火）午後２時から午後４時まで 
    第２回 令和５年７月６日（木）午後２時から午後４時まで 

mailto:kyouikukankyo@edu.city.kyoto.jp
mailto:ge@city.kyoto.lg.jp
mailto:suido.zaisan@suido.city.kyoto.lg.jp
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000312449.html
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   ※ 現地見学会では質疑は一切受け付けません。質疑がある場合は、上記「（４）質疑及び

回答」の方法に従ってください。 
  イ 集合場所 
    京都市伏見区深草鈴塚町１３ 京都市立伏見工業高等学校入口 
   ※ 駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。 
  ウ 参加資格 
    「３ 申込資格」と同じ 
  エ 参加申込方法 
    実施日の２開庁日前の午後５時までに、電話により申込みを行ってください。 
  オ 申込先 
    京都市教育委員会事務局教育環境整備室（担当：岡本、菅野） 
    電話 ０７５－２２２－３７９６ 
  カ 留意事項 
    写真撮影については可能ですが、撮影したものをＳＮＳに掲載する等、本件に係る目的

以外の使用は禁止します。また、録画・録音は不可とします。 
（６）基礎資料の貸出し 
   本市有地に関する基礎資料を保存した電子媒体（ＣＤ）又は紙媒体を貸し出します。 

  ア 資料 

  （ア）地歴の調査に利用した資料 
  （イ）土壌汚染調査資料 
  （ウ）地積測量図 

（エ）既存施設 設計図 ほか 
  イ 受付期間 
    令和５年６月９日（金）～令和５年８月３１日（木）（土日祝日除く。） 
  ウ 受付時間 
    午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 
  エ 受付方法 
    電話で事前に御連絡のうえ、上記期間内にお越しください。 
    ただし、質問については、上記「（４）ウ 質疑の受付期間」しかお受けできませんの

で、御注意ください。 
  オ 貸出場所 
    京都市中京区烏丸通三条下る饅頭屋町５９５－３ 大同生命京都ビル７階 

    京都市教育委員会事務局教育環境整備室（担当：岡本、菅野） 

    電話 ０７５－２２２－３７９６ 
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７ 優先交渉事業者の選定方法 

  公募型プロポーザル方式（総合評価）により優先交渉事業者を選定します。 
（１）活用計画の審査 
   申込者から提出された書類を基に、選定委員会において「審査項目及び審査基準（別紙

３）」に基づいて活用計画の審査を行います。 
  ア プレゼンテーション審査及びヒアリングを行います。詳細は、別途本市から御連絡しま

す。 
イ 審査は審査項目ごとに５段階（１～５点）で評価を行います。条件を満たしていない場

合、評価すべき点がない場合は０点とします。 
ウ 各審査項目の評価点に重要度に応じて設定した係数（１～４）を乗じ、各項目の得点を

算出します。 
エ 各委員が採点した合計得点を踏まえ、選定委員会の合議を経て最終得点を決定します。 

  オ 最終得点が満点の６割（８４点）未満又は小項目１～１０の得点が６割（７５点）未満

である場合は、失格とします。また、本市が事前に定める予定価格（最低売却価格）を下

回る場合についても、失格とします。 
  カ 提出書類の内容が不適当と判断した場合又は同一の審査項目（小項目１０を除く）にお

いて委員の過半数が不適当（０点）と判断した場合は、当該申込者を失格とします。 
  キ 故意に虚偽のある申込みについては、審査結果によらず失格とします。 
 
   ≪選定委員会委員≫                     （五十音順・敬称略） 

氏 名 所属団体等 
一原 雅子 市民公募委員 
伊庭 千恵美 京都大学大学院工学研究科准教授 
小杉 隆信 立命館大学政策科学部教授 
佐藤 陽子 公認会計士 

白須 正 
龍谷大学研究フェロー 
伏見稲荷周辺の住みよいまちづくり推進協議会顧問 

渡邊 天 砂川学区市政協力委員連絡協議会会長 
 
（２）優先交渉事業者の決定 
   本市が事前に定める予定価格（最低売却価格）以上で、かつ、最高の得点を獲得した申込

者を優先交渉事業者とします。また、申込者が１者の場合でも、本市が事前に定める予定価格

（最低売却価格）以上、かつ、小項目１～１０の得点が６割（７５点）以上で、優先交渉事業

者として適当と認められる場合には、その者を優先交渉事業者とします。 
   なお、審査の結果、優先交渉事業者なしとする場合があります。 
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（３）審査結果の通知及び公表 
   本市は、審査結果の決定後、速やかに申込者全員に審査結果を通知するとともに、一連の

審査の結果の概要（審査結果、優先交渉事業者名、提案内容、契約予定価格等）について

は、本市ホームページ等で公表します。 
   
８ 基本協定の締結 

  優先交渉事業者決定後、基本協定書案（別紙５）を元に、本市と優先交渉事業者が提案内容

や契約内容について協議し、基本協定を締結します。優先交渉事業者は、基本協定の締結をも

って事業予定者となります。 
  なお、基本協定を締結できない場合は、次点者を優先交渉事業者とします。 
 
９ 契約の締結等 

  本件は、京都市教育委員会所管地と京都市上下水道局所管地を売却するものであるため、売

買契約書の締結、売買代金の支払い、登記等の各手続きについては、それぞれの所管地毎に、

個別に実施していただきます。 
（１）契約の締結 
   事業予定者は、令和６年以降、本市が指定する日までに、「市有財産売買契約書（案）（別

紙６）」及び「京都市上下水道局保有財産売買契約書（案）（別紙７）」を元に、本市と契約内

容について協議し、仮契約を締結することとします。 
   伏見工業高等学校跡地に係る土地の売買契約は、京都市会の議決に附したうえで財産処分

を行う必要がありますので、当該議決後、本契約への移行に関する通知を郵送します。当該

通知日から５日以内までの本市が定める日を本契約移行日（本契約締結日）とします。 
元南部配水管理課用地に係る土地の売買契約は、京都市会の議決を要しませんが、伏見工

業高等学校跡地に係る土地の売買契約の本契約への移行を成立条件とします。 
   なお、京都市会の議決が遅れた場合は、本契約への移行時期も遅れることになり、京都市

会の議決が得られなかった場合は、事業予定者の決定は無効となりますが、本市に対する損

害賠償の請求、その他一切の請求は認めません。 
（２）費用の負担 
   売買契約書（本市保管用のもの１部）に貼付する収入印紙（売買金額に応じたもの）は、

事業予定者の負担となります。なお、本市が作成する文書は印紙税非課税であるため、事業

予定者保管用の契約書には収入印紙を貼付しません。 
（３）契約名義人 
   申込者名義で契約を締結してください。共同申込みの場合は、「共有者全員」の名義で契約

を締結してください。 
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（４）注意事項 
   事業予定者が、本市有地を公序良俗に反する用途に供するおそれのあるときは、契約を締

結しない場合があります。 
   なお、共同申込みの場合は、売買契約書の内容を変更することがあります。また、当該契

約に係る債務は連帯して責任を負っていただきます。 
加えて、共同申込みの場合であっても、本市において持分割合等における土地の分筆は行

いません。 
 
１０ 売買代金の支払 

  本契約の対象となった事業者（以下「契約者」という。）には、本市が送付する納入通知書に

より売買代金の全額を納付していただきます。 
（１）支払日 
   本契約締結日後１４日以内 
（２）支払金額 
   売買代金の額 
（３）契約保証金 

 本契約締結日に、売買代金の１００分の１０（円未満切上）に相当する金額を契約保証

金として納付していただきます。なお、契約保証金には利子を付しません。 
※ 売買代金の全額を本契約締結日に一括納付いただくことで、契約保証金の支払いを免 
除することが可能です。 

 
１１ 所有権移転登記及び買戻特約登記 

（１）所有権の移転 
   本物件の所有権は、売買代金の支払が完了したときに移転します。 
（２）手続 
   契約者から、登記嘱託請求書、登録免許税相当額の現金領収証書、買戻特約に関する登 

記承諾書（兼登記原因証明情報）等の提出を受け、本市が所有権移転登記及び買戻特約登 
記の手続を行います。 
※ 共同申込みの場合は、構成員調書に記載された持分に従い、所有権移転登記を行いま 
す。 

（３）費用の負担 
   所有権移転登記に要する費用（登録免許税等）は、契約者の負担となります。 
（４）手続の完了 

     所有権移転登記が完了次第、契約者に登記完了証及び登記識別情報通知書が交付され、

全ての手続きが完了します。 
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     なお、本市有地の取得に伴い、不動産取得税等、各種の公租公課が発生しますので、ご

留意ください。 
 

１２ その他 

（１）選定委員会委員との接触の禁止 
選定委員会委員に対して、本件に関する接触（直接、間接を問わない。）を禁じます。接

触の事実が認められた場合には、失格となることがあります。 
（２）事業予定者（優先交渉事業者）の取消し 

    売買契約の締結までの間に、事業予定者（優先交渉事業者）として不適当と認められる

事情が生じたときは、事業予定者（優先交渉事業者）の決定を取り消す場合があります。

この場合、次点者を優先交渉事業者とします。 
    なお、この場合、本市に対する損害賠償の請求その他一切の請求は認めません。 
 （３）下請けの禁止 
    選定されなかった申込参加者の構成員が契約者の下請けとなることは禁止します。 
 （４）使用する言語及び通貨単位 
    本件において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限るものとしま

す。 
 
１３ 日程（予定） 

募集要項の配布 令和５年６月９日（金）～令和５年８月３１日（木） 
基礎資料の貸出期間 令和５年６月９日（金）～令和５年８月３１日（木） 
現地見学会 （１回目）令和５年６月２０日（火） 

（２回目）令和５年７月６日（木） 
質疑の受付期間 （１回目）令和５年６月１９日（月）～令和５年６月２３日（金） 

（２回目）令和５年７月１０日（月）～令和５年７月１４日（金） 
質疑への回答 （１回目に対する回答）令和５年６月３０日（金） 

（２回目に対する回答）令和５年７月２１日（金） 
申込書類の受付期間 令和５年８月２１日（月）～令和５年８月３１日（木） 
選定委員会、優先交渉事

業者の決定 
令和５年９月～１１月頃 

基本協定締結 令和５年冬頃 
仮契約締結 令和６年以降 
契約締結、売買代金納入 令和６年以降 
所有権移転等の登記 令和６年以降 
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１４ 問合せ先等 

   ＜全体及び市有地（伏見工業高等学校跡地）に関するもの＞ 
京都市中京区烏丸通三条下る饅頭屋町５９５－３ 大同生命京都ビル７階 

   京都市教育委員会事務局教育環境整備室（担当：岡本、菅野） 
   電話 ０７５－２２２－３７８９ 
   電子メールアドレス kyouikukankyo@edu.city.kyoto.jp 

 

＜市有地（元南部配水管理課用地）に関するもの＞ 

京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地３ 

   京都市上下水道局経営戦略室（担当：藏田、鈴鹿） 

   電話 ０７５－６７２－７７１０ 

   電子メールアドレス suido.zaisan@suido.city.kyoto.lg.jp 

 
＜脱炭素先行地域に関するもの＞ 

   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 本庁舎１階 
京都市環境政策局地球温暖化対策室（担当：濱田、吉田） 

   電話 ０７５－２２２－４５５５ 
   電子メールアドレス ge@city.kyoto.lg.jp 

mailto:kyouikukankyo@edu.city.kyoto.jp
mailto:suido.zaisan@suido.city.kyoto.lg.jp
mailto:ge@city.kyoto.lg.jp
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別紙１ 

本市有地の土地・建物の表示等 

 

※  は、全体が本市有地外に存する建物（伏見工業高等学校跡地の建物符号８及び符号２０）及び一

部が本市有地外に越境している建物（伏見工業高等学校跡地の建物符号７及び符号１０）を示す。 

物件名称 土地 建物 

伏見工業 

高等学校跡地 

所在 京都市伏見区深草鈴塚町 

地番 １３番３ 

地積 １１,８６９㎡     （登記簿） 

１１,８６９.５７㎡（地籍測量図） 

＜家屋番号 １３番３＞ 
校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 
床面積１階 ６０８.８３㎡  
床面積２階 ６２５.６３㎡  

 

＜符号１＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

床面積 ４４０.００㎡ 

 

＜符号２＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

床面積 ４０１.８６㎡ 

 

＜符号３＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

床面積１階 ７１０.０５㎡  

床面積２階 ７５４.１５㎡ 

床面積３階 ７５４.１５㎡ 

 

＜符号４＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

床面積１階 ２８７.５０㎡  

床面積２階 ２９１.７７㎡ 

床面積３階 ２９１.７７㎡ 

床面積４階 ２８７.００㎡ 

 

＜符号５＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

床面積１階 ７４７.６９㎡  

床面積２階 ７２９.７９㎡ 

床面積３階 ７２９.７９㎡ 

 

＜符号６＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

床面積１階 ８５４.０８㎡  

床面積２階 ７０４.０７㎡ 

床面積３階 ７０４.０７㎡ 

 

所在 京都市伏見区深草六反田町 

地番 ５番１ 

地積 １７,１９１㎡     （登記簿） 

 １７,１９１.００㎡（地籍測量図） 

所在 京都市伏見区深草中川原町 

地番 １３番１ 

地積 ２,６８２㎡     （登記簿） 

２,６８２.６１㎡（地籍測量図） 

所在 京都市伏見区深草藤田坪町 

地番 ８番３ 

地積 ２,４６２㎡     （登記簿） 

   ２,４６２.０９㎡（地籍測量図） 
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＜符号７＞ 

一部が本市有地外に越境している建物 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

床面積１階 １,１３５.１１㎡  

床面積２階 １,１５５.３７㎡ 

床面積３階 １,１５５.３７㎡ 

 

符号７のうち、本市有地に存する範囲 

床面積１階 １，０７３．６１㎡ 

床面積２階 １，０９３．８７㎡ 

床面積３階 １，０９３．８７㎡ 

 

＜符号８＞ 

全体が本市有地外に存する建物 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

床面積１階 ４７９.２５㎡ 

床面積２階 ４７９.２５㎡ 

床面積３階 ４７９.２５㎡ 

床面積４階 ４７９.２５㎡ 

 

＜符号９＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

床面積１階 ２０３.０４㎡ 

床面積２階 ２０３.０４㎡ 

 

＜符号１０＞ 

一部が本市有地外に越境している建物 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

床面積１階 ５３８.２７㎡ 

床面積２階 ５４１.１４㎡ 

 

符号１０のうち、本市有地に存する範囲 

床面積１階 ４５３．８７㎡ 

床面積２階 ４５６．７４㎡ 

 

＜符号１１＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

床面積 ３９５.８５㎡ 

 

＜符号１２＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

床面積１階 ２３２.７８㎡ 

床面積２階 ２３１.６６㎡ 

床面積３階 ２３１.６６㎡ 

床面積４階  ６７.０８㎡ 

 

＜符号１３＞ 

校舎 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 
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床面積 ４２７.７３㎡ 

 

＜符号１４＞ 

倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

床面積 ２９.７０㎡ 

 

＜符号１５＞ 

ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

床面積 １９.３６㎡ 

 

＜符号１６＞ 

便所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

床面積 ２３.７９㎡ 

 

＜符号１７＞ 

ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

床面積 ９.６６㎡ 

 

＜符号１８＞ 

倉庫 木造スレートぶき平家建 

床面積 １２７.８０㎡ 

 

＜符号１９＞ 

倉庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

床面積 １０.１７㎡ 

 

＜符号２０＞ 

全体が本市有地外に存する建物 

倉庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

床面積 １９.３６㎡ 

 

＜符号２１＞ 

倉庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶ

き平家建 

床面積 ９.０４㎡ 

 

＜符号２２＞ 

倉庫 コンクリートブロック造陸屋根平家建 

床面積 １４４.０５㎡ 

 

＜符号２３＞ 

倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

床面積 ４８.６０㎡ 

 

＜符号２４＞ 

倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

床面積 ４.９６㎡ 
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＜符号２５＞ 

倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 
床面積 ３２.１７㎡ 

 
＜符号２６＞ 

練習場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 
床面積１階 １４６.１６㎡ 
床面積２階 １４６.１６㎡ 

 
＜符号２７＞ 

道場 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 
床面積 ８５.５５㎡ 

 
＜符号２８＞ 

的場 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 
床面積 ２８.９８㎡ 

小 計 
３４,２０４㎡   （登記簿） 

３４,２０５.２７㎡（地積測量図） 

１９，２４２．８１㎡ 

うち、本市有地に存する範囲の小計 

１６，９５３．１５㎡ 

【伏見工業高等学校跡地 登記建物配置図】 
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※ 京都市伏見区深草六反田町 5番 6 は、同町 5番 2（里道）からの分筆により生じた土地ですが、

現在、同地(5 番 6)の一部について、元の土地(5 番 2)との境界明示作業を行っております。 

その結果により、面積が変更となる可能性があります。 

物件名称 土地 建物 

元南部配水 

管理課用地 

所在：京都市伏見区深草六反田町 

地番：５番５ 

地積：６,１４４.８６㎡（登記簿・地積測量図） 

＜家屋番号 ５番５＞ 

事務所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

床面積１,４０３.８２㎡ 

 

＜符号１＞ 

倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

床面積４４５.２８㎡ 

 

＜符号２＞ 

倉庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

床面積１階１９.４４㎡ 

床面積２階１９.４４㎡ 

 

＜符号３＞ 

倉庫 コンクリートブロック造スレートぶき平家建 

床面積９.８０㎡ 

 

＜符号４＞ 

倉庫 コンクリートブロック造スレートぶき平家建 

床面積２.９９㎡ 

 

＜その他＞ 

高架水槽 

所在：京都市伏見区深草六反田町 

地番：５番６(※) 

地積：３０.２３㎡（登記簿・地積測量図） 

小 計 ６,１７５.０９㎡（登記簿・地積測量図） １,９００.７７㎡ 

【元南部配水管理課用地 登記建物配置図】 
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別紙２ 

活用計画における提案事項について 

 
 
１ 脱炭素仕様の住宅街区の創出 

（１）前提となる考え方 
民生部門の電力消費に伴う CO2 排出量実質ゼロを実現する街区として、「京都市脱炭素先行地域

計画提案書※」を踏まえ、建物の屋根を活用して、最大限の太陽光発電設備を導入するとともに、

当該再エネ電力の自家消費最大化を図るため、蓄電池の導入や街区内の蓄電制御等のエネルギーマ

ネジメントを提案してください。また、省エネによる電力削減量を最大化するため、建物の断熱性

能の向上や、高効率機器を積極的に採用してください。 
なお、上記の取組を実施しても不足する電力量については、再生可能エネルギー１００％電力を

調達し供給する体制を提案してください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）建築物 
   次世代 ZEH＋の性能を有した戸建住宅 100 戸程度、ZEH-M Oriented 以上の性能を有した集合

住宅 300 戸程度及び ZEB Ready 以上の性能を有した業務用建物を整備してください。 
   整備に当たり、屋根置き太陽光発電設備を最大限導入するとともに、蓄電池を備え、自家消費を

最大化するための手法を提案してください。 
   なお、提案に当たっては、戸建て・集合住宅を含めた街区全体としての今後のＥＶ普及を見据え

た対応や、防災面での対応力の向上などの視点にも立ち検討してください。 

【参考】CO2 排出量実質ゼロ 

（出典）『脱炭素先行地域づくりガイドブック（第 3 版）』（環境省） 

※ 京都市脱炭素先行地域計画提案書については以下を参照。 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#selection-2 

そのほか、脱炭素先行地域の考え方や再エネ等の電力供給などについては、以下の

脱炭素先行地域づくりガイドブック（環境省）を参照。 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/guidebook/guidebook-

datsutanso-chiiki-zukuri-03.pdf 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#selection-2
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/guidebook/guidebook-
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（３）エネルギーマネジメント 

   街区内における自家消費を最大化するため、街区内の蓄電池制御等のエネルギーマネジメントを

提案してください。また、この取組を実施しても不足する電力量については、再エネ 100%電力を

供給する小売電気事業者と連携し、再エネ電力供給を行う仕組みを構築してください。 
   なお、当該小売電気事業者は、京都広域再エネグリッド構築に関する連携協定案（別紙８）を元

に本市と事業内容等を協議のうえ、連携協定を締結する必要があります。 
 
２ 住民の暮らしの質の向上 

  住民の暮らしの質を向上しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示すという脱炭素先行地域の趣旨

にのっとり、脱炭素街区に住まうことで安心・安全なまち、健康の増進等、住宅購入者に訴求するタ

ウンマネジメントを提案してください。 
  また、新たに 1,000 人規模の街区が形成されるに当たり、住民同士のつながりのある新たなコミュ

ニティ形成に有効なものを提案してください。 
  さらに、住民が、地域の一員として将来にわたり、地域住民と円滑な関係を構築していくための方

策として、自治会活動への積極的な参加などを促進・支援する提案を行ってください。 
 
３ 若者子育て世代の定住促進 

  地域コミュニティの次代を担う若者子育て世代の市内定住を促進するため、同世代のニーズに合っ

た住宅供給及び街区内でのサービスを提案してください。 
 
４ 賑わいの創出 

  人が集え賑わいの創出につながる場として、住民と近隣住民がともに利用できる以下の施設を整備

してください。 
 （１）公園 
   原則、開発公園を兼ねるものとして整備してください。開発基準を超えて、開発公園以外の公園

を整備することを妨げるものではありません。 
 （２）商業施設 
   １（２）に記載する業務用建物には、人が集え賑わいを創出する商業スペースとしての活用を提

案してください。 
 （３）コミュニティスペース 
   街区内に、住民と近隣住民がともに活用できるコミュニティスペースを設けてください。 
 
５ 街区の運営体制 

  上記１～４について、京都市脱炭素先行地域計画の達成年度である 2030 年度を越える、長期的な

維持管理や運営体制の構築に関する手法を提案してください。 
 
６ 木の文化をはじめ市民の豊かさにつながる都市の成長への貢献 

  以下に対応する提案を積極的に行って下さい。 
 （１） 市内事業者との連携 
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    可能な限り京都市内の事業者と連携するなど、地域経済に貢献するよう努めてください。 
 （２） 地域産木材の利用 
    二酸化炭素の吸収源である森林資源の循環及び木材の利用促進を図るため、可能な限り市内産

木材（みやこ杣木）を利用するように努めてください。これに限らず、地域産木材をはじめ、木

材利用に努めて下さい。 
 （３） 本市の掲げる「都市の成長戦略」に資する取組 

本市では、都市の魅力や活力を市民の豊かさにつなげ、人と企業に選ばれる好循環を生み出す

ことを目指す「都市の成長戦略」において、時代の潮流と京都の強みを掛け合わせ、新たな価値

を創造する中長期的な都市のあり様を「５つの都市デザイン」として描いています。 
京都市地球温暖化対策条例及び京都市地球温暖化対策計画を踏まえた地球温暖化対策、循環型

社会の形成、生物多様性の保全をはじめとする「持続可能性を追求する環境・グローバル都市」

の実現につながる取組など、都市の成長戦略に資する取組を提案してください。 
※ 都市の成長戦略 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000296662.html 

※（参考）京都市地球温暖化対策条例 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000215806.html 

※（参考）京都市地球温暖化対策計画 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000000328.html 

    
７ その他 

  上記のほか、地域の活性化や住民の利便性向上など、よりよいまちづくりにつながる提案者独自の

取組を積極的に提案してください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000296662.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000215806.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000000328.html

